
　　当健保の資格喪失日

　　扶養取消しの手続き　　※マイナ保険証利用であってもコチラの手続きは必要です

［提出書類］

　① 健康保険被扶養者異動届　※健保ホームページよりダウンロードできます。

　② 当健保の「資格確認書」 ・「高齢受給者証」 等　※交付されている方のみ返却

　③ 家族が加入した健康保険の資格取得年月日が印字されているもののコピー

　被扶養者異動届記入例

［提出先］

　被保険者が所属する　会社（事業所）人事総務部門　

　届出書類には会社の証明が必要です。必ず、会社経由でご提出をお願いします。

　出向している方は、出向先ではなく、出向元（原籍）の人事総務部門へご提出ください。

https://www.furukawadenko-kenpo.com

137B 古河電工健康保険組合

被扶養者の資格を取り消すことになったら
健康保険の重複加入は認められていません。

家族が就職し、勤務先の社保に加入したら、当健保の被扶養者資格は取消しの手続きが必要

です。「すぐ辞めるかも知れないから、しばらくそのままにしておこう。」ということはできません。　先方の

資格取得日をもって、当健保の資格を取り消します。速やかにお手続きをお取りください。

会社システム（FM-Net等）の申請で手続きが完了すると勘違いされいている方がいますが、

健康保険組合へ所定届出書類（紙）を提出する必要があります。

　古河電工健康保険組合　045-311-1463

当健保の資格は、資格喪失日の前日まで有効です。それ以降、マイナ保険証以外の方は、当健

保の資格確認書を使用しないようご注意ください。

家族が加入した健康保険の資格取得日　＝　当健保組合の資格喪失日

https://www.furukawadenko-kenpo.com/written_application/#ss1
https://www.furukawadenko-kenpo.com/

